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「
和
食

8
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
の

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
代
表
一
覧
表

へ
の
記
載
に
つ
い
て

二
0
一
三
年
十
二
月
四
日
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
で

開
催
さ
れ
て
い
た
第
八
回
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
政

府
間
委
員
会
に
お
い
て
、
日
本
か
ら
提
案
し
て
い
た

「
和
食
・
日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
ー
正
月
を
例
と

し
て
ー
」
を
ユ
ネ
ス
コ
の
「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の

代
表
的
な
一
覧
表
（
以
下
「
代
表
一
覧
表
」
）
」
に
「
記

載
」
す
る
と
の
決
議
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
決
議
に
よ

り
、
「
和
食
」
は
代
表
一
覧
表
に
登
録
さ
れ
た
。
以
下
、

登
録
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
、
登
録
さ
れ
た
「
和
食
」

の
概
要
を
紹
介
す
る
。

「
和
食
」
の
提
案
ま
で

和
食
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
そ
の
概
念
は
非
常
に
幅

広
い
。
で
は
ユ
ネ
ス
コ
に
提
案
す
る
「
和
食
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
検
討
の
出
発
点
と
な
っ
た
の

は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
に
農
林
水
産
省
に
よ
っ
て
立

ち
上
げ
ら
れ
た
「
日
本
食
文
化
の
世
界
無
形
遺
産
登
録

に
向
け
た
検
討
会
（
以
下
「
検
討
会
」
）
」
（
会
長
・
熊
倉
功

'.' 

特
集
◆
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
◆

夫
静
岡
文
化
芸
術
大
学
学
長
）
で
あ
っ
た
。

~
検
討
会
は
、
学
識
経
験
者
、
料
理
人
、
食
品
産
業
事

業
者
な
ど
、
日
本
食
文
化
に
関
連
す
る
各
界
の
有
識
者

で
構
成
さ
れ
、
ユ
ネ
ス
コ
ヘ
の
提
案
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
ま
ず
は
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
を
描
く
た
め
の
議

論
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
検
討
会
は
、
同
年
十
一
月
ま
で

の
間
に
四
回
開
催
さ
れ
た
。
並
行
し
て
、
そ
れ
ま
で
一

貰
し
て
日
本
か
ら
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
代
表
一

覧
表
へ
の
提
案
を
検
討
し
て
き
た
、
文
化
審
議
会
の
も

と
に
設
置
さ
れ
た
無
形
文
化
遺
産
特
別
委
員
会
に
お
い

て
も
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
、
和
食
を
「
自
然

の
尊
重
」
と
い
う
日
本
人
の
精
神
を
体
現
し
た
食
に
関

す
る
社
会
的
慣
習
と
し
て
提
案
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ

の
実
践
者
は
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
な
く
、
広
く

日
本
国
民
全
体
と
す
る
こ
と
等
が
ま
と
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
平
成
二
十
四
年
二
月
、
ま
ず
文
化
審
議
会

に
お
い
て
、
続
い
て
同
年
三
月
に
、
政
府
と
し
て
の
提

文
化
庁
伝
統
文
化
課

文
化
財
国
際
協
力
室

「和食」の登録決定の瞬間を待つ日本代表団
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案
決
定
を
行
う
「
掴
形
文
化
遣
産
保
護
条
約
関
係
省
庁

連
絡
会
議
」
に
お
い
て
、
「
和
食
」
を
日
本
か
ら
の
代

表
一
覧
表
へ
の
侯
補
と
し
て
提
案
す
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
た
。
そ
の
お
も
な
提
案
理
由
と
し
て
は
、
「
和
食
」

が
四
季
や
地
理
的
な
多
様
性
に
よ
る
＿
新
鮮
で
多
様
な

食
材
の
使
用
」
、
「
自
然
の
美
し
さ
を
表
し
た
盛
り
つ

け
」
な
ど
と
い
っ
た
特
色
を
有
し
て
お
り
、
日
本
入
が

基
礎
と
し
て
い
る
「
自
然
の
尊
重
」
と
い
う
精
神
に
の

っ
と
り
、
正
月
や
田
植
え
、
収
穫
祭
の
よ
う
な
年
中
行

事
と
密
接
に
関
係
し
、
家
族
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

メ
ン
バ
ー
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
と
い
う
杜
会
的
慣

習
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

提
案
の
内
容

提
案
さ
れ
た
「
和
食
」
の
内
容
は
、
次
の
四
項
目
で

構
成
さ
れ
る
。

①
新
鮮
で
多
様
な
食
材
と
そ
の
持
ち
味
の
尊
重

②
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
優
れ
た
健
康
的
な
食
生
活

③
自
然
の
美
し
さ
や
季
節
の
移
ろ
い
を
表
現
し
た
盛

り
つ
け

④
正
月
行
事
な
ど
の
年
中
行
事
と
の
密
接
な
か
か
わ
り

こ
れ
ら
を
内
容
と
す
る
、
社
会
的
慣
習
と
し
て
の
食

文
化
の
具
体
的
な
保
護
措
置
と
し
て
は
、
学
校
給
食
や

地
域
の
行
事
で
の
郷
土
料
理
の
提
供
、
親
子
教
室
等
の

各
種
食
育
活
動
の
実
施
、
郷
土
料
理
や
食
文
化
に
関
す

る
シ
ン
ポ
ウ
ム
の
開
催
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

代
表
]
覧
表
に
は
、
諸
外
国
か
ら
も
次
の
よ
う
な
食

に
関
連
し
た
文
化
遺
産
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

馨
フ
ラ
ン
ス
の
美
食
術
（
フ
ラ
ン
ス
、
二
0
1
0
年）

蒻
地
中
海
料
理
（
ス
ペ
イ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
、

モ
ロ
ソ
コ
、
二

0
1
0
年
）
（
二

0
一
三
年
に
キ
プ
ロ

ス
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
追
加
さ
れ
た
）

四
諸
外
国
の
食
関
連
文
化

日
本
国
内
に
お
け
る
決
定
を
経
て
、
「
和
食
」
の
提

案
書
は
平
成
二
十
四
年
三
月
、
ユ
ネ
ス
コ
事
務
局
に
提

出
さ
れ
た
。
提
案
書
は
、
無
形
文
化
遺
産
保
設
条
約
の

運
用
指
示
書
の
諸
規
定
に
従
い
、
無
形
文
化
遺
産
保
護

条
約
政
府
間
委
員
会
の
補
助
機
関
（
政
府
間
委
員
会
の
委

員
国
か
ら
選
出
さ
れ
た
六
か
国
で
構
成
さ
れ
た
機
関
）
の
審

査
に
付
さ
れ
た
。

同
補
助
機
関
は
平
成
二
十
五
年
十
月
、
審
査
の
結
果

と
し
て
、
政
府
間
委
員
会
に
対
し
、
和
食
の
代
表
一
覧

表
へ
の
「
記
載
」
（
登
録
を
意
味
す
る
）
を
勧
告
し
た
。

そ
し
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
平
成
二
十
五
年
十

二
月
の
第
八
回
政
府
間
委
員
会
に
お
い
て
、
補
助
機
関

の
勧
告
ど
お
り
、
記
載
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
和
食
」
の
実
践
者
は
日

本
国
民
全
体
で
あ
り
、
食
文
化
も
グ
ロ
，
ー
ハ
ル
化
の
影

聾
等
を
大
き
く
受
け
る
中
、
私
た
ち
日
本
人
一
人
ひ
と

り
が
「
日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
の
今
後
の
伝
承

を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

登
録
決
定
と
今
後
に
向
け
て

メ
キ
シ
コ
の
伝
統
料
理
（
メ
キ
シ
コ
、
二
0
1
0
年）

ケ
シ
ケ
キ
の
伝
統
（
ト
ル
コ
、
二
0
1
―年）

ト
ル
コ
コ
ー
ヒ
ー
の
文
化
と
伝
統
（
ト
ル
コ
、
ニ

0
二
＝
年
）

古
代
グ
ル
ジ
ア
の
伝
統
的
な
発
酵
ワ
イ
ン
作
り

（
グ
ル
ジ
ア
、
二
0
一
三
年
）

キ
ム
ジ
ャ
ン
（
キ
ム
チ
作
り
の
文
化
）
（
醜
国
、
二
〇

一
三
年
）

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遣
産
保
護
条
約
上
、
「
料
理
」

そ
の
も
の
は
無
形
文
化
遺
産
の
定
義
に
含
ま
れ
な
い
た

め
、
い
ず
れ
も
食
に
関
連
し
た
杜
会
的
慣
習
な
ど
の
文

化
的
側
面
が
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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無形文化遺産保護条約第 8回政府間委員会決言義 (2013年） （文化庁仮訳）

決議 8.COM8.i 7 

委員会は、

l． 日本が入類の無形文化遺産の代表的な一覧表への記載に向けて、「和食；日本入の伝統的な食

文化一正月を例として一 (No.00869)」を提出したことを受け止めた。

「和食」は、食の生産、加工、調理や消費に関する技能、知識、伝統に基づく社会的慣習であ

る。それは、自然資源の持続的な利用と密接にかかわる自然の聰重という根本的な精神に関連

している。和食に関する基礎的な知識と社会的・文化的特色は、正月行事にその一典型をみる

ことができる。日本人は、新年の神々を迎えるため、餅つきをし、また、縁起ものとしての象

徴的な意味をもつ、新鮮な素材を使い、美しく盛りつけられた特別な料理を準備する。これら

の料理は、特別な器に盛られ、家族やコミュニティが集って食される。地域で採れる米、魚、、

野菜、山菜等といった自然の食材がよく用いられる社会的慣習である。家庭料理における適切

な味付けそのほかの「和食」に関する基本的な知識や技術は、家庭で家族が食事を共にする中

で伝えられるものである。また、草の根グループや学校の教員、料理のインストラクターも、

フォーマルおよびノンフォーマルな教育や実践を通じ、知識および技術の伝承を担っている。

2. 提案書に記載されている情報から、本提案は、人類の熊形文化遺産の代表的な一覧表への記

載のための次の基準を満たしていると決定する。

基準 1 世代から世代へと伝承される中で、「和食」は、日本人の間の社会的結東を強めるととも

に、アイデンテイティと絆の感覚をもたらすことに重要な役割を果たしている。

基準 2 「和食」の記載によって、無形文化遺窟全般の重要性への認識が高まり、同時に、対話な

らびに入類の創造性および環境への尊重が助長されるとともに、健康的な食が促進される。

基準 3 日本のさまざまな地域において、研究、記録ならびに教育および文化交流を通じた認知

向上といった、市民団体や政府による「和食」にかかる保護措置が実施される。

基準 4 多くのコミュニティ、個人、研究機関、地方自治体が、提案のプロセスに参圃し、かつ、

コミュニティにおける、任意の、事前の説明を受けた上での同意が伴われている。

基準 5 「和食：日本人の伝統的な食文化」は、コミュニティ、集団、個入の参画に基づく無形文

化遺産として、 2012年に日本の無形文化遺産目録に含まれた。

3. 「和食：日本人の伝統的な食文化一正月を例として一」を入類の顛形文化遺産の代表的な一覧

表に記載する。



〔
表
紙
解
説
〕

無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
第
八
回
政
府
間
委
員
会

会
議
場
内
の
様
子

二
0
一
三
年
十
二
月
二
日
か
ら
七
日
に
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

ャ
ン
の
首
都
バ
ク
ー
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
第
八
回
政

府
間
委
員
会
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
中
の
会
議
場

内
で
あ
る
。

無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
は
、
二

0
0
三
年
に
採
択
さ

れ
、
現
在
の
締
約
国
は
一
五
八
か
国
を
数
え
る
。

政
府
間
委
員
会
は
、
年
に
一
度
開
催
さ
れ
、
二
年
に
一

度
の
締
約
国
会
議
の
際
に
締
約
国
の
中
か
ら
選
挙
で
選
ば

れ
る
二
四
か
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
議
席
は
地

理
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
世
界
六
地
域
に
配
分
さ

れ
、
現
在
の
委
員
国
は
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ギ
リ
シ

ャ
（
以
上
グ
ル
ー
プ
I

〈
西
欧
お
よ
び
北
米
諸
国
〉
）
、
ア
ル
バ
ニ

ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
チ
ェ
コ
、
ラ
ト
ビ
ア
（
以
上

グ
ル
ー
プ
I
l
〈
中
・
東
欧
諸
国
〉
）
、
グ
レ
ナ
ダ
、
ニ
カ
ラ
グ

ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ペ
ル
ー
、
ウ
ル
グ
ア
イ
（
以
上
グ
ル
ー

プ

m
〈
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
プ
諸
国
〉
）
、
山
ふ
国
、
イ
ン
ド
ネ
‘

シ
ア
、

〈
ア
フ
リ
カ
諸
国
〉
）
、

モ
ロ
ッ
コ
、

日
本
、
キ
ル
ギ
ス
（
以
上
グ
ル
ー
プ
I
V
〈
ア
ジ
ア
太
平

洋
諸
国
〉
）
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
十
ミ

ビ
ア
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ウ
ガ
ン
ダ
（
以
上
グ
ル
ー
プ
＞
口

チ
ュ
ニ
ジ
ア

エ
ジ
プ
ト
、

（
以
上
グ
ル
ー
プ
＞
伺
〈
ア
ラ
ブ
諸
固
〉
）
で
あ
る
。

会
合
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は
、
ホ
ス
ト
国
ア
ゼ
ル
ハ
イ

ジ
ャ
ン
の
イ
ル
ハ
ム
。
ア
リ
エ
フ
大
統
領
が
開
会
の
ス
ピ

ー
チ
を
行
い
、
無
形
文
化
遣
産
保
護
条
約
が
世
界
の
文
化

多
様
性
を
促
進
す
る
固
際
的
な
戦
略
の
実
施
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
寄
せ
た
ユ
ネ
ス
コ
の
イ
リ
ー
ナ
。
ボ
コ
バ
事
務
局

長
は
、
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
が
そ
れ
ま
で
の
文
化
遺

産
を
巡
る
考
え
方
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
指
摘
し

こ。

ナ

ー

今
回
の
委
員
会
を
通
じ
、
今
後
の
条
約
運
用
に
関
す
る

決
議
が
採
択
さ
れ
た
ほ
か
、
こ
の
条
約
に
基
づ
き
作
成
さ

れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
リ
ス
ト
ヘ
の
登
録
に
つ
い
て
は
、

「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な
一
覧
表
（
以
下
「
代

表
一
覧
表
」
）
」
に
は
新
た
に
二
五
件
が
、
「
緊
急
に
保
設
す

る
必
要
が
あ
る
無
形
文
化
遣
産
の
一
覧
表
」
に
は
新
た
に

四
件
が
、
「
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
に
は
新
た
に
一

件
が
そ
れ
ぞ
れ
登
録
さ
れ
た
。
日
本
が
代
表
一
覧
表
に
提

案
し
て
い
た
「
和
食
・
日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
か

登
録
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
国
内
で
も
関
心
を
集
め
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

（
文
化
庁
伝
統
文
化
課
文
化
財
国
際
協
力
室

室
長
補
佐
・
守
山
弘
子
）

今
回
の
会
合
に
は
、
一

0
0
か
国
以
上
の
締
約
国
か
ら

八

0
0
名
以
上
が
参
加
し
た
。
会
議
場
内
は
、
や
は
り

「
無
形
文
化
遺
産
」
の
会
合
ら
し
く
、
日
本
の
着
物
も
含

め
て
各
国
か
ら
民
族
衣
装
で
参
加
す
る
入
も
多
く
見
ら
れ

た
。
ス
ク
リ
ー
ー
ン
に
映
っ
て
い
る
の
は
、
今
回
の
会
合
の

議
長
を
務
め
た
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
ア
バ
ル
フ
ァ
ス
。

ガ
ラ
ー
エ
フ
文
化
観
光
大
臣
。
多
忙
な
現
職
の
大
臣
で
あ

り
な
が
ら
、
時
に
ユ
ー
モ
ア
も
交
え
つ
つ
、
見
事
に
議
事

を
取
り
仕
切
っ
た
。

監

修

文

化

庁

文

化

財

部

発
行
所
第
一
法
規
株
式
会
社

＿
本
体
七
一
四
円
＿

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
発
行

月

刊

文

化

財

五

月

号

（

六

0
八
号
）

璽
『
月
刊
文
化
財
』
購
読
に
つ
い
て

『
月
刊
文
化
財
』
は
、
東
京
国
立
博
物
館
売

店
で
も
お
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

定
期
購
読
の
場
合
は
、
お
近
く
の
書
店
で
お

申
し
込
み
い
た
だ
く
か
、
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
お
問
い
合
わ
せ
も

左
記
に
て
承
り
ま
す
。

＊
電
話
／
0
1
2
0
.
2
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3
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*
F
A
X
/
0
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2
0
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3
0
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*
U
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L
/
 

h
t
t
p
:
/
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w
w
w
.
d
ai

i

c
hi
h
o
ki
.co.j
p
¥
 

※
購
読
の
お
申
し
込
み
で
い
た
だ
い
た
ご
住
所

や
お
名
前
な
ど
は
、
企
画
の
参
考
な
ど
本
誌

に
か
か
わ
る
目
的
に
の
み
利
用
し
、
他
の
目

的
で
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

定
価
七
七
＿
円

駄
東
京
都
港
区
南
青
山
ニ
ー
一
―
|
―
七

C
0
三
ー
三
四
0
四
ー
ニ
ニ
五
一
（
大
代
表
）

本
誌
掲
載
記
事
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
。

◎
次
号
は
美
術
工
芸
品
の
新
指
定
で
す
。
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